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論壇
1
�
は
じ
め
に

令
和
4
年
の
税
制
改
正
大
綱

に
お
い
て
、「
納
税
環
境
整

備
」
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
納

税
の
適
正
化
に
関
す
る
措
置
が

規
定
さ
れ
た
。「
納
税
環
境
整

備
」
と
い
う
と
ネ
ッ
ト
環
境
を

駆
使
し
て
納
税
者
の
便
宜
を
図

る
（
納
税
を
し
易
く
す
る
。）

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る

き
ら
い
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
納
税
環
境

整
備
か
ら
は
、
納
税
者
の
便
宜

を
図
る
と
い
う
よ
り
、
納
税
環

境
整
備
の
名
の
元
に
納
税
の
適

正
化
を
図
る
た
め
の
課
税
強
化

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う

に
読
み
取
れ
る
。
そ
の
項
目

は
、
①
悪
質
な
納
税
者
に
対
す

る
措
置
②
死
亡
届
の
情
報
等
の

通
知
③
帳
簿
不
提
出
等
の
加
算

税
の
加
重
④
税
理
士
に
対
す
る

懲
戒
処
分
の
拡
大
な
ど
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
影

響
が
大
き
い
①
悪
質
な
納
税
者

に
対
す
る
措
置
の
う
ち
、「
証

拠
書
類
の
な
い
簿
外
資
産
の
損

金
不
算
入
」
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
、
改
正
の
背
景
や
、
条
文

構
成
の
問
題
点
、
実
務
上
の
留

意
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

2
�
改
正
に
至
っ
た
背
景

⑴
脱
税
経
費
の
損
金
性

平
成
18
年
度
税
制
改
正
に
て

法
人
税
法
55
条
が
制
定
さ
れ

た
。
脱
税
工
作
の
た
め
の
手
数

料
の
支
払
は
、
同
条
1
項
に
規

定
す
る
「
隠
蔽
仮
装
行
為
に
要

す
る
費
用
の
額
」
に
該
当
し
、

損
金
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

立
法
的
に
手
当
て
さ
れ
た
。
こ

の
法
律
改
正
は
、
平
成
6
年
の

最
高
裁
判
決
1

を
受
け
て
定
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
判

決
の
内
容
を
一
言
で
い
う
と

「
脱
税
工
作
の
た
め
に
支
払
っ

た
手
数
料
が
損
金
に
算
入
で
き

る
か
否
か
。」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
脱
税
工
作
の
た
め
の

支
出
が
損
金
に
該
当
し
な
い
と

い
う
結
論
自
体
は
、
下
級
審
か

ら
最
高
裁
ま
で
一
貫
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
最
高
裁
で
は
、

前
述
の
決
定
要
旨
に
あ
る
よ
う

に
、法
人
税
法
22
条
4
項
の「
公

正
処
理
基
準
」
か
ら
み
て
社
会

的
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
損
金
性
を
否
定
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
人
税
法
22
条
3

項
に
い
う
損
金
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
は
こ
の
判
決
は
一
切
明

ら
か
に
し
て
い
な
い
2

。
本
年

度
改
正
の
簿
外
資
産
の
損
金
不

算
入
は
、
所
得
計
算
の
理
論
上

は
損
金
に
な
る
べ
き
性
格
の
と

こ
ろ
、
後
述
の
よ
う
に
法
人
税

法
55
条
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
質
な

納
税
者
の
措
置
」
と
い
う
こ
と

で
、
脱
税
工
作
支
出
と
同
様
の

条
文
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
損
金
性
に
つ
い
て
十

分
な
検
討
の
無
い
状
況
で
、
社

会
規
範
の
視
点
か
ら
の
み
の
立

法
に
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

⑵
平
成
23
年
度
税
制
改
正

所
得
税
や
法
人
税
な
ど
の
個

別
税
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
質

問
検
査
権
が
、
平
成
23
年
の
国

税
通
則
法
の
改
正
（
納
税
環
境

整
備
）
に
よ
り
、
国
税
通
則
法

に
横
断
的
に
規
定
・
整
備
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
（
通
法
74
条

の
2
〜
74
条
の
6
）。
そ
し
て
、

そ
の
質
問
検
査
権
の
行
使
の
具

体
的
な
内
容
と
し
て
、
帳
簿
書

類
や
そ
の
他
の
物
件
の
提
示
又

は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
執
行
通

達
の
発
出
に
よ
っ
て
、
質
問
検

査
権
の
行
使
の
要
件
が
よ
り
明

確
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
ら
の
一
連
の
整
備
に
よ
り
国

税
側
で
の
対
応
の
硬
直
化
が
起

き
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
従

前
の
税
務
調
査
で
は
、
税
理
士

の
立
ち
会
い
の
元
に
、
処
分
の

前
提
と
な
る
帳
簿
書
類
の
提
示

や
留
め
置
き
は
比
較
的
容
易
に

対
応
で
き
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
基
通
75
―
1
（
5
）
の
留

め
置
き
の
返
却
拒
否
が
処
分
に

当
た
る
と
い
う
よ
う
な
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
硬
直
的
な
取
り

扱
い
に
よ
り
、
調
査
機
能
が
低

下
し
た
と
い
う
指
摘
が
あ

る
3

。

3
�
簿
外
資
産
の
損
金
不
算
入
の
取
り
扱
い

今
回
の
改
正
で
、
記
帳
等
で

明
確
で
な
い
原
価
あ
る
い
は
費

用
項
目
は
、
必
要
経
費
あ
る
い

は
損
金
の
額
に
算
入
で
き
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
改
定

は
、
所
得
税
法
45
条
及
び
法
人

税
法
55
条
に
そ
れ
ぞ
れ
追
加
の

項
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
の
趣
旨

か
ら
す
る
と
こ
の
立
法
に
妥
当

性
が
あ
る
か
ど
う
か
議
論
の
余

地
が
残
っ
て
い
る
。

立
法
段
階
で
検
討
さ
れ
た
、

上
記
2
で
示
し
た
背
景
や
趣
旨

か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
既
に
規

定
さ
れ
て
い
る
所
得
税
法
1
5

6
条
、
法
人
税
法
1
3
1
条
の

推
計
課
税
の
特
例
と
し
て
位
置

付
け
た
ほ
う
が
よ
り
説
得
力
の

あ
る
立
法
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

⑴
所
得
税
の
改
正

所
得
税
法
45
条
に
つ
い
て
、

従
前
の
項
建
て
を
並
べ
替
え
、

次
の
3
項
を
新
た
に
加
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。

①

所
得
税
法
45
条
3
項
の
概

要
（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
）

不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、

山
林
所
得
、
前
々
年
の
収
入
金

額
が
3
0
0
万
円
を
超
え
る
雑

所
得
を
生
ず
る
業
務
を
行
う
居

住
者
が
隠
蔽
仮
装
行
為
（
そ
の

所
得
の
金
額
等
の
全
部
又
は
一

部
を
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
す
る

こ
と
を
い
う
。）
に
基
づ
き
確

定
申
告
書
を
提
出
、
又
は
確
定

申
告
書
を
提
出
し
て
い
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
申
告

書
に
係
る
総
収
入
金
額
に
か
か

る
売
上
原
価
等
の
直
接
費
用
及

び
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
等

の
間
接
費
用
は
、
そ
の
者
の
各

年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、

事
業
所
得
の
金
額
、
山
林
所
得

の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の

計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
し
な

い
。な

お
、
次
の
場
合
を
除
く
。

一

そ
の
居
住
者
が
所
得
税
法

1
4
8
条
1
項
及
び
同
2
3

2
条
1
項
若
し
く
は
2
項
に

規
定
す
る
青
色
申
告
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
帳
簿
書
類

を
保
存
し
て
い
る
場
合

二

一
に
掲
げ
る
帳
簿
に
よ

り
、
取
引
の
相
手
方
が
明
ら

か
又
は
推
測
で
き
る
場
合
、

反
面
調
査
（
国
税
に
よ
る
相

手
方
取
引
先
の
調
査
）
に
よ

り
、
そ
の
取
引
が
行
わ
れ
、

そ
の
金
額
も
生
じ
た
と
認
め

ら
れ
る
場
合

②

趣
旨
と
注
意
点

所
得
税
法
45
条
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
が
「
家
事
関
連
費
等
の

必
要
経
費
不
算
入
等
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
、

家
事
上
の
経
費
、
所
得
税
額
、

各
種
加
算
税
、
罰
金
及
び
過
料

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
元
々
経
費
性
が
な

く
、
あ
る
い
は
所
得
税
や
罰
金

な
ど
の
よ
う
に
、
政
策
的
か
つ

制
裁
的
な
性
格
を
持
つ
支
出
で

あ
る
。
隠
蔽
仮
装
行
為
に
よ
る

経
済
的
取
引
に
つ
い
て
、
所
得

税
法
45
条
で
必
要
経
費
性
を
否

定
す
る
と
、
必
要
経
費
を
規
定

す
る
所
得
税
法
37
条
の
所
得
計

算
の
根
本
的
な
考
え
方
を
、
立

法
に
よ
り
あ
っ
さ
り
否
定
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、

税
務
調
査
な
ど
の
執
行
面
に
関

わ
る
だ
け
に
、
そ
の
影
響
を
危

惧
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑵
法
人
税
の
改
正

法
人
税
法
55
条
に
つ
い
て
、

従
前
の
項
建
て
を
並
べ
替
え
、

3
項
を
新
た
に
加
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

①

法
人
税
法
55
条
の
概
要

（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
）

内
国
法
人
が
、
隠
蔽
仮
装
行

為
に
基
づ
き
確
定
申
告
書
を
提

出
、
又
は
確
定
申
告
書
を
提
出

し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
申
告
書
に
か
か
る
事

業
年
度
の
22
条
3
項
1
号
に
掲

げ
る
原
価
の
額
、
同
項
2
号
に

掲
げ
る
費
用
の
額
及
び
同
項
3

号
に
掲
げ
る
損
失
の
額
は
、
そ

の
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の

所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の

額
に
算
入
し
な
い
。

な
お
、
次
の
場
合
を
除
く
。

一

そ
の
内
国
法
人
が
1
2
6

条
1
項
又
は
1
5
0
条
の
2

第
1
項
に
規
定
す
る
青
色
申

告
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

帳
簿
書
類
を
保
存
し
て
い
る

場
合

二

一
の
帳
簿
よ
り
、
取
引
の

相
手
方
が
明
ら
か
又
は
推
測

で
き
る
場
合
、
反
面
調
査

（
国
税
に
よ
る
相
手
方
取
引

先
の
調
査
）
に
よ
り
そ
の
取

引
が
行
わ
れ
、
そ
の
金
額
も

生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

②

趣
旨
と
注
意
点

法
人
税
法
55
条
の
タ
イ
ト
ル

は
、「
不
正
行
為
等
に
係
る
費

用
等
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
法
人

税
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
行
為

に
お
け
る
費
用
や
損
失
、
罰
金

や
加
算
税
等
の
制
裁
的
な
費

用
、
わ
い
ろ
や
脱
税
経
費
な
ど

刑
法
に
抵
触
す
る
よ
う
な
費
用

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
隠
蔽
仮

装
行
為
に
よ
る
経
済
的
取
引
に

つ
い
て
、
法
人
税
法
55
条
に
よ

り
損
金
性
を
否
定
す
る
と
、
法

人
税
法
22
条
に
よ
る
所
得
計
算

の
根
本
的
な
考
え
方
を
、
立
法

に
よ
り
あ
っ
さ
り
否
定
す
る
こ

と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
ま

た
、
税
務
調
査
な
ど
の
執
行
面

に
お
け
る
危
惧
が
あ
る
こ
と
も

所
得
税
と
同
様
で
あ
る
。

⑶
実
務
上
の
留
意
点

令
和
4
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
成
立
し
た
悪
質
な
納
税
者
に

対
す
る
措
置
は
、
国
税
の
調
査

に
お
い
て
悪
質
な
納
税
者
が
、

推
計
課
税
を
さ
れ
た
後
に
適
正

な
取
引
に
基
づ
く
原
価
・
費
用

等
を
示
し
、
必
要
経
費
性
や
損

金
性
を
主
張
す
る
余
地
を
断
っ

た
改
正
と
言
え
る
。
質
問
検
査

権
を
行
使
す
る
際
に
、
保
存
さ

れ
た
帳
簿
等
を
提
示
し
な
け
れ

ば
、
収
入
か
ら
原
価
や
販
売
費

及
び
一
般
管
理
費
等
相
当
額
が

所
得
と
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
と
て
も
イ
ン
パ
ク
ト
が

大
き
い
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
回
避
規
定
と

す
る
青
色
申
告
の
帳
簿
等
の
整

備
が
あ
り
、
適
正
な
質
問
検
査

権
に
応
え
ら
れ
れ
ば
、
特
に
こ

の
規
定
は
発
動
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
規

定
を
盾
に
し
た
「
証
拠
が
な
け

れ
ば
否
認
」「
調
査
に
協
力
し

な
け
れ
ば
否
認
」
な
ど
と
威
圧

的
な
調
査
が
な
さ
れ
、
国
税
と

納
税
者
と
の
信
頼
関
係
が
棄
損

す
る
な
ど
の
影
響
も
危
惧
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

4
�
お
わ
り
に

所
得
税
法
45
条
の
改
正
は
、

令
和
5
年
分
以
後
の
所
得
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
、
法
人
税
法

55
条
の
改
正
は
、
令
和
5
年
1

月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

さ
ら
に
紙
面
の
関
係
上
詳
細

は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
帳
簿
等

の
不
提
示
、
あ
る
い
は
記
載
不

十
分
な
場
合
に
は
、
仮
装
隠
蔽

行
為
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

過
少
申
告
加
算
税
及
び
無
申
告

加
算
税
が
加
重
さ
れ
て
い
る
の

で
要
注
意
で
あ
る
（
国
通
法
65

条
④
、
66
条
④
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
改

正
は
、
適
正
な
申
告
書
作
成
の

た
め
の
顧
問
先
記
帳
指
導
に
力

を
入
れ
て
い
る
税
理
士
と
そ
う

で
は
な
い
税
理
士
の
評
価
を
分

か
つ
、
あ
る
い
は
税
務
の
専
門

家
た
る
税
理
士
の
あ
る
べ
き
姿

勢
を
突
き
付
け
る
法
律
改
正
に

な
る
と
思
っ
て
い
る
。

1

最
高
裁
平
成
6
年
9
月
16
日

第
三
小
法
廷
判
決
（
刑
集
48

巻
6
号
3
5
7
頁
）

2

渡
辺
徹
也
「
脱
税
工
作
の
た

め
の
支
出
金
の
損
金
性
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
租
税
判
例
百
選
（
第

5
版
）
1
0
3
頁

3

品
川
芳
宣
「
国
税
通
則
法
改

正
後
の
税
務
調
査
手
続
等
の

問
題
点
」
税
経
通
信
2
0
1

3
年
4
月
号
17
頁

証
拠
書
類
の
な
い
簿
外
資
産
の

損
金
不
算
入
の
厳
格
化
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